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最後にメモ用紙がございます。ご活用ください。

プログラム

趣　旨

エース特許事務所 共同代表　弁理士・技術士（金属部門）　高橋 政治　氏

【専門】
化学・材料

【略歴】
1997年早稲田大学大学院理工学研究科資源及び材料工学専攻修了。同年、新日本製鐵株式会社入社。製鉄所にて技術開発等に従事する。
2003年特許事務所に入所。2004年技術士登録（金属部門）。2009年弁理士登録。2010年エース特許事務所の共同代表に就任。現在は主に化学
分野の国内外の特許業務に従事する。技術士であることを活かし、技術開発の初期段階から技術者・研究者とディスカッションを重ねることで、早
期に強力な特許権を取得することを得意とする。著書に「技術者・研究者のための特許の知識と実務」（秀和システム、2011年8月出版）等がある。

　審査官は特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」）に沿って審査します。進歩性欠如の拒絶理由が通知された場合、審査官が審査基準に
沿って審査したところ進歩性なしとの結論に達したことを意味します。したがって、これに対抗するためには「審査官が進歩性の有無を判断すると
きの思考フロー」を理解したうえで、この思考フローに沿って審査官が審査した場合に進歩性ありとの結論に達するように、必要に応じて本発明を
補正し、意見書によって意見を述べることが重要です。
しかし、審査基準には上記の思考フローが示されていません。また、審査基準には思考フローを構成する重要項目であるにも関わらず、詳細説
明がなされていないものがあります。例えば、審査基準には「阻害要因」について、十分な説明がなされていません。
　本セミナーで解説することは、大きく２つです。１つ目は「審査官が進歩性の有無を判断するときの思考フローとそれを構成する各項目の詳細」
です。２つ目は「審査官がそのフローに従って判断した場合に進歩性ありとの結論に達するように、補正書・意見書によって誘導する方法および
ノウハウ」です。これらについて、主に化学・材料系技術分野の具体例を挙げて説明します。

１．基礎知識の確認
　　拒絶理由における進歩性の位置づけ、新規性と進歩性の関係など、
　　進歩性を理解するうえで必要となる基礎知識を確認します。
　1.1 特許制度における「進歩性」の意味
　1.2 拒絶理由の種類と進歩性欠如の特徴
　1.3 拒絶理由通知書受領から特許査定または拒絶査定までのフロー
　1.4 補正書作成におけるポイント
　1.5 意見書作成におけるポイント
　1.6 新規性の判断方法
　　　新規性の判断は進歩性を判断するうえでの前提となります。
　　　「審査官が新規性の有無を判断するときの思考フロー」を示し、
　　　それを構成する重要項目（本願発明の認定方法、引用発明の認定方法等）について、具体例を挙げて説明します。

２．審査官が進歩性の有無を判断するときの思考フロー
　　思考フローを説明した後、この思考フローを構成する各部（動機づけ、阻害要因、有利な効果、寄せ集め等）について、
　　具体例を挙げて詳しく説明します。
　2.1 思考フローの説明
　2.2 動機づけと阻害要因
　　　・技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、
　　　引用発明の内容中の示唆の詳細について、具体例を挙げて説明します。
　2.3 有利な効果
　　　・どのような効果が「有利な効果」と認められるのかを説明します。顕著な効果、異質な効果についても説明します。
　2.4 設計事項等
　　　・公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、
　　　技術の具体的適用に伴う設計変更の詳細について、具体例を挙げて説明します。

３．審査官が「進歩性あり」との結論に達するように補正書・意見書によって誘導する方法
　　拒絶理由通知を受領したときに検討すべきことを説明し、その検討結果に基づいて、
　　補正書、意見書をどのように構成すべきかを説明します。また、包袋禁反言を考慮した意見書の書き方も説明します。
　3.1 拒絶理由通知を受領したときに、何を、どのような順で検討すべきか
　3.2 検討結果に基づいて、補正書、意見書を構成する。
　　　・何をどのような順で記載すると訴求力がある意見書となるかを、具体例を挙げて説明します。
　　　・主張するポイントごとに、記載すべきキーワードを説明します。

４．化学・材料技術分野に特徴的な実務
　　化学・材料技術分野に特有な発明について、進歩性を主張するうえでの注意点、
　　ノウハウなどについて、具体例を挙げて説明します。
　4.1 数値限定発明
　4.2 選択発明
　4.3 組成物の発明
　　　・合金、ガラス、ゴムなどの組成物は数値限定発明とも言えますが、
　　　一方で独特の対応方法、主張方法があります。実験成績証明書の利用方法についても説明します。
　4.4 パラメータ発明
　4.5 プロダクトバイプロセスクレーム
　4.6 用途発明

　　□質疑応答・名刺交換□

紹介

講師

講師やプログラムの内容が変更になる場合がございます。
また、お申込みはHPでもできます。最新の情報はHPにてご確認ください。

ああああ

■薬事・申請における英文メディカル・ライティング シリーズ サイエンス＆テクノロジーの専門書籍

[書籍]　薬事・申請における英文メディカル・ライティング入門Ⅰ改訂版
価格改定 5,550円（送料別） 
　― 医学英文の書き方の基本ルール/類義語の使い分け/文語表現と口語表現 ― 
◆英文の書き方のルールについてのチェックリスト付き
医学英文の書き方の基本ルールや医薬独特の単語の使い方などを紹介し、薬事関連文書にふさわしい英文を書くポイントを解説。
2007年改訂の『AMA Manual of Style』最新版に準拠。また、「自分で英文を書いた場合、英訳を外注した場合どこをどうチェックすれば良いかわからない」そんな方のために
本書籍で解説した英文の書き方のルールについての「チェックリスト」を付けました。
　　※2008年11月に開催した講習会をもとにわかりやすく解説した講演録です。

 [書籍]　薬事・申請における英文メディカル・ライティング入門Ⅱ
価格改定 5,550円（送料別） 
　― 辞書・文法書などには載っていない医薬領域で注意すべき英文法とよく使われる動詞の使い分け ― 
辞書・文法書などには載っていない医薬領域で注意すべき英文法とよく使われる動詞の使い分けを紹介し、薬事関連文書にふさわしい英文を書くためのポイントを
解説します。
　　※2006年11月に開催した講習会をもとにわかりやすく解説した講演録です。

[書籍]　薬事・申請における英文メディカル・ライティング入門Ⅲ
価格改定 5,550円（送料別）　　 
　― 臨床経過に関する英語表現や叙述方法を紹介し、有害事象や副作用の報告（叙述）などに役立つ英文の書き方のポイントを解説 ― 
薬剤の有効性および安全性の評価では対象疾患や有害事象等の経過に関する記述が欠かせない。今回は臨床経過に関する英語表現や叙述方法等を紹介し、
薬事関連文書にふさわしい英文の書き方のポイントを解説します。
　　※2008年1月に開催した講習会をもとにわかりやすく解説した講演録です。
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検索
サイトで で検索！

<審査官の思考フローから読み解く！>
化学・材料系 技術者/知財担当者のための
進歩性欠如の拒絶理由通知への対応技術

B140217（進歩性欠如拒絶） DMセミナー申込用紙

FAX 03-5733-4187 B140217　進歩性欠如拒絶
検索
サイトで で検索！HPからも

お申込みができます

会社名
団体名

部　署

住　所

TEL FAX

E-mail

氏　名

ふりがな

〒役　職

●受講料について
　「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
　申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
　また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
　お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
　受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。
　銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
　振込手数料はお客様がご負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
　ご記入いただいた個人情報は、
　事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
　詳しくはホームページをご覧ください。

※ご注意※
　・お申込み後はキャンセルできません。
　　ご都合が悪くなった場合は代理の方がご出席ください。
　・参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により
　　中止になることがございます。

※太枠の中をご記入下さい。※□にチェックをご記入ください。

※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。

　　（振込予定日　　　月　　　日）

□E-mail希望・登録済み
□郵送希望・登録済み
□希望しない

□銀行振込　

□当日現金払い　

S&T会員価格を
適用いたします。
(E-mailアドレス必須)

お支払方法

通信欄

今後のご案内

※E-ｍａｉｌアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

サイエンス＆テクノロジー株式会社　
TEL 03-5733-4188　FAX 03-5733-4187
〒105-0013　
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町Ｆ-1ビル7Ｆ
http://www.science-t.com 

日時

★キーマンである「審査官」の思考フローを解析し、進歩性有の結論へと誘導する！★

2014年2月17日（月）  13:00～16:30

42,000円 （税込）　⇒S&T会員  39,900円

会場

受講料

東京・品川区大井町 きゅりあん  4F 第1特別講習室

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。
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エース特許事務所 共同代表　弁理士・技術士（金属部門）　高橋 政治　氏

　審査官は特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」）に沿って審査します。進歩性欠如の拒絶理由が通知された場合、審査官
が審査基準に沿って審査したところ進歩性なしとの結論に達したことを意味します。したがって、これに対抗するためには「審査官
が進歩性の有無を判断するときの思考フロー」を理解したうえで、この思考フローに沿って審査官が審査した場合に進歩性ありとの
結論に達するように、必要に応じて本発明を補正し、意見書によって意見を述べることが重要です。
しかし、審査基準には上記の思考フローが示されていません。また、審査基準には思考フローを構成する重要項目であるにも関わ
らず、詳細説明がなされていないものがあります。例えば、審査基準には「阻害要因」について、十分な説明がなされていません。
　本セミナーで解説することは、大きく２つです。１つ目は「審査官が進歩性の有無を判断するときの思考フローとそれを構成する各
項目の詳細」です。２つ目は「審査官がそのフローに従って判断した場合に進歩性ありとの結論に達するように、補正書・意見書に
よって誘導する方法およびノウハウ」です。これらについて、主に化学・材料系技術分野の具体例を挙げて説明します。

１．基礎知識の確認
　1.1 特許制度における「進歩性」の意味
　1.2 拒絶理由の種類と進歩性欠如の特徴
　1.3 拒絶理由通知書受領から特許査定
       または拒絶査定までのフロー
　1.4 補正書作成におけるポイント
　1.5 意見書作成におけるポイント
　1.6 新規性の判断方法

２．審査官が進歩性の有無を判断するときの思考フロー
　2.1 思考フローの説明
　2.2 動機づけと阻害要因
　2.3 有利な効果
　2.4 設計事項等

３．審査官が「進歩性あり」との結論に達するように
     補正書・意見書によって誘導する方法
　3.1 拒絶理由通知を受領したときに、何を、
       どのような順で検討すべきか
　3.2 検討結果に基づいて、補正書、意見書を構成する。

４．化学・材料技術分野に特徴的な実務
　4.1 数値限定発明
　4.2 選択発明
　4.3 組成物の発明
　4.4 パラメータ発明
　4.5 プロダクトバイプロセスクレーム
　4.6 用途発明

　　□質疑応答・名刺交換□

講師

資料付※S&T会員(郵送DM案内あるいはE-mail案内を希望される方)は
 価格が5%OFFになります。

　※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
　※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。※S&T会員以外の割引とは併用できません。
　※2名同時申込みは2名様ともS&T会員の場合にのみ適用され、会員価格にてお申込みできます。
　※申込用紙をコピーし、2名分ご送信下さい。通信欄に「2名同時申込み」とご記入ください。

■2名同時申込みで1名分無料■

講師紹介割引

講師紹介 ◆ 講師紹介割引申込書 ◆

特別割引用紙のため、他の割引との併用はできません。

⇒ 講師紹介割引　21,000円 （通常受講料の半額）　


